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第 1章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求めるため、準備書

を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書を公告の日から起算して 31日間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

平成 28年 5月 27 日（金） 

 

(2) 公告の方法 

①日刊新聞による公告（別紙 1参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・平成 28年 5月 27日（金）付 岩手日報（朝刊：2面） 

 

②地方公共団体の広報誌によるお知らせ 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・平成 28年 5月 25日（水）発行 広報すみた（別紙 2参照） 

・平成 28年 6月 2日（木）発行 広報遠野（別紙 3参照） 

 

③インターネットによるお知らせ 

下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・株式会社グリーンパワーインベストメント ウェブサイト（別紙 4-1参照） 

http://www.greenpower.co.jp/ 

なお、岩手県のホームページより当社のホームページにリンクをされることにより、方

法書及び要約書が参照可能とされた。（別紙 4-2参照） 
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎等の計 4箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦

覧を行った。 

①関係自治体庁舎等での縦覧 

県南広域振興局遠野地区合同庁舎、沿岸広域振興局大船渡地区合同庁舎、遠野市小友地区

センター、住田町役場 

②インターネットの利用による縦覧 

・株式会社グリーンパワーインベストメント ウェブサイト 

http://www.greenpower.co.jp/ 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：平成 28年 5月 27日（金）から平成 28年 6月 27日（月）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：各庁舎・各公民館の開庁・開館時間内 

 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函者数）は、意見なし 2名も含めて、6 名であった。 
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2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開催

した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3、別紙 4参照） 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

・ 開催日時：平成 28年 6月 8日（水） 19時から 20時 30分 

 開催場所：火の土自治公民館 

 来場者数：20名 

・ 開催日時：平成 28年 6月 9日（木） 19時から 20時 30分 

 開催場所：遠野市小友地区センター 

 来場者数：5名 

 

3. 環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提

出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

平成 28年 5月 27 日（金）から平成 28年 7月 11日（月）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた（別紙 4参照） 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

②株式会社グリーンパワーインベストメントへの書面の郵送 

③株式会社グリーンパワーインベストメントへの書面のメール添付 

 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は、4通であった。 
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第 2章 環境影響評価準備書について提出された環境保全の見地からの意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 18条及び第 19条に基づく、準備書について提出された環境保全の見地から

の意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 ひとたび原発事故があれば広域汚染（放射線）が長くおこり、

その被害は極めて大きい。それに対して、再生可能エネルギーに

よる発電は地球温暖化の面からいっても伸ばすべきものと考え

る。さて今回の風力発電事業では、自然環境に配慮して、工事に

伴うトラック等による環境影響を調査予測し、その評価をしてい

るのは山間部であれ、今後風力発電事業を推進する上で極めて重

要なことだと認識する。以上賛成に立って、以下の点を配慮願い

たい。 

 

１．山間部における景観を損なうことのない「電線」「電柱」で

の地下埋設ケーブルの徹底化（美しい自然を電線によって悪

くしてはならない。イタリアでは電線や電柱は見えなかっ

た。） 

 

２．強風による又は激しく風向が変化する場合、思いがけない金

属疲労等の羽根の破損、破壊が見られるため、定期・不定期

のメンテナンスにより、長期間の安全・安心が保障された風

力発電を期待する。 

 

３．イヌワシ等の鳥の被害をできるだけ少なくするため、旗のよ

うな物で風力発電の存在が鳥にわかるよう研究して、改善を

図ってほしい。 

 

４．トラック等の搬送にあたり、実測を満たした（排出基準）ト

ラックを使用し、この評価通りとして欲しい。（なお、でき

れば地元の事業者として還元し、地元経済を活性化して欲し

い。） 

 

５．説明会の参加者が少ない。市の大会等で議会、行政関係者に

PR して市民の理解を深めたい。 

 

１．送電ケーブルについては、地中埋設

を極力行い、景観への配慮を行って

参ります。 

 

２．適切なメンテナンスを実施し、事故

の発生を未然に防止して参ります。 

 

３．イヌワシ等の希少猛禽類の事故を未

然に防ぐため、今後、有効と認められ

た対策については、積極的にその導

入を検討し、実施致します。 

 

４．予測評価で使用した範囲内にとどま

る排出量のトラックを工事では使用

します。また、工事中における地元企

業の採用には積極的に取り組んで参

ります。 

 

５．周辺地域住民の方々を中心に、本事

業に関する説明を丁寧に行い、ご理

解を得ながら事業を進めていけるよ

う意識して取り組んで参ります。 

 

 

2 １．コウモリ類について  

欧米での風力発電アセスメントにおいて，最も影響を受ける

分類群として，コウモリ類と鳥類が懸念されており（バット＆

バードストライク），その影響評価等において重点化されてい

る．本準備書ではコウモリ類への影響評価として高度別飛翔状

況が行われており，その点については評価する．しかし，調査

手法や解析，影響予測に問題が散見される．従って，本意見は

コウモリ類への影響評価の追加調査を求めるものである．  

 

１．高度別飛翔状況 

 ｉ．調査結果概要  

本事業に使用される風力発電機は地上から約 30~130ｍがブレ

ード回転域である．このことを踏まえると，30ｍ以上で音声が

確認されたコウモリはすべてブレードに衝突すること にな

る．すなわち，第 10.1.4-38表における 20-25kHzのコウモリは 

10ｍ（55 回）よりも，30+50ｍ（44+20回＝64回）が上回り，

ブレードに衝突する可能性が極めて高くなっている．従って，

表は書き換えられるべきである．  

ⅱ．時期別解析結果  

 9月下旬～10月下旬の 50ｍの記録が欠測していることから，

「確認例数が減る傾向」とは言えない．  

 

１． 高度別飛翔状況 

ⅰ．各高度に設置したマイクロフォンがコ

ウモリ音声を拾う範囲としては、水平

方向・垂直方向ともに半径 40m ほど

（マイクホルダ背面を除いた空間。ア

ブラコウモリの音声で実測した結果

から推定）です。これらから、ご指摘

いただいたように、30m と 50m 高度

で確認された例がすべてブレード回

転域を通過したものではないため、高

度ごとで集計した結果をお示しして

おります。また、高度別飛翔状況調査

に使用した機材の諸元や観測範囲に

ついては、評価書にて記載いたしま

す。 

ⅱ．50m高度は一部欠測しているものの、

観測範囲を鑑みると、30m高度のデー

タを参照することで、高々度を飛翔す

るコウモリ類の出現傾向を把握でき

るものと考えます。これらを踏まえる
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ⅲ．時間帯別解析結果  

「調査地点周辺へ飛来する時間には特段顕著な傾向は認めら

れなかった」とされているが，9 月の 20-25kHz は 30ｍ以上の

上空を 1 晩中，高頻度で飛翔していることを記述すべきで あ

る．  

高度別の音声データはダブルカウントまたはトリプルカウン

トされているのではないか． 

同時刻の同じ波形のデータは最も高空のデータとするべきで

ある．各パルスの出現時刻や 波形，ピーク周波数を一覧に示す

必要がある．また，30ｍの 20-25kHzにおける 9月と 10月の調

査結果から，事業地はコウモリ類の移動（渡り）ルートになっ

ている可能性が高いことをコウモリ類の一般生態と共に記述

すること．また，春の移動（渡り）についても同様な 調査を行

い，時期や頻度を特定する必要がある．ヒナコウモリを含んだ

20-25kHz の種群は，第 10.1.4-12 図(1)の結果から，明らかに事

業地内を広範囲に飛翔していることを記述すべきである．  

 

２．影響予測  

第 10.1.4-55表(2)において，「確認例数が少ない」とした基準

を示すこと．「迂回するための空間も確保されている」につい

ての具体的なコウモリの迂回半径（旋回半径）を示すこと．高

空飛翔は今回講じられる環境保全措置は全く意味がないこと

から，措置を講じたとしても「低減できる」とは言えない．  

      

３．事後調査計画  

コウモリ類は法令に関係なく，取得されたすべての個体を冷

凍保存にすること．本準備書においても明らかにされたよう

に，本事業地はコウモリ類の移動（渡り）ルートになっている

可能性が高いことから，春季期間および 8 月から 10 月までの

死体探索を週に 1回以上行うべきである． 

と、9 月から晩秋に進むにつれて確認

例数が減る傾向となっていると考え

られます。 

ⅲ．時間別解析結果において、最も通過事

例数が多いものでもおおよそ1ヶ月で

9 事例（9 月の 1 時）であり、決して

高頻度ではないものと考えておりま

す。また、高度別の音声データは、観

測範囲が重複するためダブルカウン

トしている可能性が考えられるもの

の、一方で同じ周波数帯の種群が同時

刻に複数個体飛翔している場合も考

えられることから、それぞれの高度で

集計しております。 

今回の調査結果からは対象事業実施

区域がコウモリ類の移動ルートにな

っているかどうかは不明ですが、20～

25kHzの種群の一般的生態として、季

節移動を行う旨、評価書にて記載いた

します。 

高度別飛翔状況調査の調査時期を秋

季としたのは、高々度を飛翔するコウ

モリ類（ヒナコウモリを含む）の分散

期に該当すること、国内でのコウモリ

類の衝突事例は秋季に衝突事故が集

中しているとのこと等を踏まえ、設定

いたしました。これらから、対象事業

実施区域における衝突のリスクの高

いコウモリ類の利用状況の傾向が把

握できているものと考えております。

また、ヒナコウモリを含んだ 20～

25kHzの種群が広範囲に飛翔している

ことについては、その確認状況を評価

書にて記載いたします。 

 

２． 秋季は分散期にあたり、また、国内で

のブレード等への衝突事例が報告さ

れている時期でもあるため、高度別飛

翔状況調査結果として重要な時期で

あると考えております。これらの結果

から 1日あたりの通過事例数を算出す

ると、相対的に小さな値となることか

ら、確認例数が総じて少ないものとし

ております。また、それぞれの風力発

電機間は数百 mの間隔があるため、コ

ウモリ類の個体サイズや出現状況等

を踏まえると、迂回する空間としては

確保されているものと予測しており

ます。また、海外での事例でもご指摘

のような行動まで把握された学術論

文等はないものと認識しております。

それらも鑑み、事後調査を実施してコ

ウモリ類の衝突の有無を確認し、その

結果、影響の程度が著しい場合には、

有識者の助言や指導を得て、状況に応

じた効果的と考えられる環境保全措

置を講じ、影響低減に努めてまいりた

いと考えております。 
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３． 事後調査により死亡個体を発見した

場合は、関係機関の助言や指導等を踏

まえ適切に対応いたします。コウモリ

類の死骸調査については、ご指摘も鑑

み、季節移動がある春季と秋季には週

1 回程度調査を実施することと致しま

す。 

 

3 １．コウモリ類への保全対策について 

コウモリは夜間にたくさんの昆虫を捕食するので、生態系の

中で重要な役割を持つ動物 である。また害虫を食べるので、人

間にとって、非常に役立つ動物である。 

現在国内では風力発電施設が建設または建設が多数予定され

ており、バットストライクも生じている。これ以上風車でコウ

モリを殺すな。重要種も、重要種以外のコウモリも、すべての

コウモリについて影響予測及び保全対策を行うべきだ。 

 

２．P462コウモリ類高度別飛翔状況調査の手法について 

・マイク設置高の記載があるが、どの範囲の音声を録音したの

か記載がない。 

・つまり 50m以上の音声なのか、50m以下の音声なのか、30m

以上なのか以下なのか、10m以上なのか以下なのか記載がな

い。 

・超音波マイクの設置方向（横向きに設置したのか、下向きに

設置したか）を記載せよ。また、超音波マイクに bathat を装

着したか？装着したならば、その記載をすること。 

・音声解析に使用したソフト名の記載がない。 

・ヒナコウモリは 5～8 月頃に繁殖ピークを迎えるが、調査を

したのは 9月～11月である。よって事業者は貴重なコウモリ

が生息するにもかかわらず、繁殖状況の把握を全くしていな

い。至急繁殖期の調査をやりなおせ。 

 

３．コウモリ類「②50kHz 付近の種群」について 

・P462「②50kHz 付近の種群」にはユビナガコウモリ、アブラ

コウモリ等を挙げているが、P464に記載してある確認種の中

では、モモジロコウモリ、ヒメホオヒゲコウモリ、テング コ

ウモリ、コテングコウモリが 50kHz付近の声を出す。また、

モリアブラコウモリも 50kHz 帯の声を出す。このうち、ヒメ

ホオヒゲコウモリ、テングコウモリ、コテングコウモリ、 モ

リアブラコウモリが重要種である。つまり「②50kHz 付近の

種群」について、重要種が 含まれる。よってブレード・タワ

ーへ接近・接触について予測評価を行うべきだ。 

・周波数だけでなくパルスの形により区分が可能だ。「①20kHz

付近」「①50kHz 付近」としたソナグラムを添付すること。 

 

４．P460コウモリ類の調査地点について 

・風力発電施設 35 基に対し、高度別飛翔状況調査地点は 1 地

点のみである。全長 3km 以上の広域範囲に風車が林立する

が、1地点のみでコウモリ類の動態を把握できるはずがない。 

高度別飛翔状況調査地点は、各風力発電施設設置位置（35地

点）とするべきだが、せめて 500m 毎に 1地点以上にするべ

きだ。 

 

５．P526コウモリ類高度別飛翔状況調査結果について 

・調査日数 88 日間のうちの通過事例数だけでなく、「コウモ

リ類を確認した日数」の記載もすること。記載した内容では

1 晩で多数確認されたのか、あるいは毎晩確認されたのかわ

からない。また、コウモリ類の出現日数（出現頻度）を月ご

とに集計すること。 

・10月に 50mの録音が欠測した理由を記載すること。 

１．コウモリ類については、バットディテ

クターを用いた任意踏査による生息

状況調査、捕獲調査に加えて高度別飛

翔状況調査にも取り組み、対象事業実

施区域及びその周囲の状況の把握に

努めました。調査結果を踏まえ、影響

の程度は小さいものと予測いたしま

したが、高々度を飛翔するコウモリ類

も確認されており、衝突の可能性につ

いても考えられることから、事後調査

としてコウモリ類の衝突の有無の確

認調査を実施することとしました。事

後調査の結果を踏まえ、影響の程度が

著しい場合には、有識者の助言や指導

を得て、状況に応じた効果的と考えら

れる環境保全措置を講じ、影響低減に

努めてまいります。 

 

２．各高度に設置したマイクロフォンがコ

ウモリ音声を拾う範囲としては、水平

方向・垂直方向ともに半径 40m ほど

（マイクホルダ背面を除いた空間。ア

ブラコウモリの音声で実測した結果

から推定）です。また、マイクロフォ

ンの設置に当たっては雨避け用のマ

イクホルダを自作し、それを用いて観

測しました。音声解析には AnalookW

（Titley Scientific 社製）を用いました。

調査は 9月から実施しており、高々度

を飛翔するコウモリ類（ヒナコウモリ

含む）の分散期に該当すること、国内

でのコウモリ類の衝突事例は秋季に

衝突事故が集中しているとのこと等

を踏まえると、高々度を飛翔する種群

の利用状況の傾向は把握できている

ものと考え、予測を行っております。

なお、上述の高度別飛翔状況調査に使

用した機材の諸元等については評価

書にて記載いたします。 

 

３．ヒメホオヒゲコウモリ、テングコウモ

リ、コテングコウモリについては予測

対象種として含めており、影響予測を

行っております。評価書においては

50kHz付近の種群も予測対象種として

扱います。また、それぞれの種群の代

表的なソナグラムも評価書にて記載

するよう致します。 

 

４．高度別飛翔状況調査は風況観測塔を活

用して調査を実施しております。風況

が的確に把握できる代表点で、かつ対
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・10m、30mと 50mの音声で、ダブルカウントの可能性はある

のか？検証すること。 

・コウモリの出現の有無と気象状況の関係を把握していない。

音声録音をした日の、気温、湿度、天候、風力、風向の記載

がない。必ず、コウモリの出現の有無と気象状況との相関を

みること。もし相関があるならば、保全対策に活用すること。 

 

６．P528 時間別解析結果について 

・時間別解析については、その日の気象状況や、日没からの時

間といった視点で解析するとよい。 

・コウモリ類の活動時間が日没後何分～日の出前何分なのか、

月ごとに把握すること。もし相関があるならば、保全対策に

活用すること。 

・調査期間が 9-11月では短すぎるので、3-8月の期間も調査し

て解析すること。 

 

７．P619、621、622 重要な哺乳類への影響予測（ヒメホオヒゲコ

ウモリ、テングコウモリ、コテングコウモリ）について 

ブレード・タワーへの接近・接触について、「本種は主に森

林内で採餌し、風力発電機のブレードの回転範囲に相当する

高度を飛翔する可能性は低いことから、影響は小さいものと 

予測する。さらに環境保全措置を講じることから、影響は低

減できるものと予測する。」 とあるが、P464 に記載してあ

る確認種の中では、モモジロコウモリ、ヒメホオヒゲコウモ 

リ、テングコウモリ、コテングコウモリが 50kHz付近の声を

出す。また、モリアブラコウモリも 50kHz帯の声を出す。「②

50kHz 付近の種群」について、ブレードの回転範囲に相当す

る高度で確認されており、ブレードへ衝突する可能性が高い

のではないか。事業者は 1年のうちの、たった秋季のみ、高

空の調査をしたが、コウモリが最も活動する 春季～夏季の

調査を行っていない。このような短期間の調査にかかわら

ず、「②50kHz付近の種群」のコウモリ類が確認されて おり、

利用頻度はとても高く危険な状況と言える。なぜ「風力発電

機のブレードの回転範囲に相当する高度を飛翔する可能性

は低い」と言えるのか？「風力発電機のブレードの回転範囲

に相当する高度を飛翔する可能性は低い」とするならば少な

くとも 1 年間は、ブレードの回転範囲、つまり高空の飛翔状

況調査を行った上で言うべきである。 

 

８．P921に記載した事業者が講じるとした環境保全措置には、コ

ウモリ類へ保全措置は全く記載されていないので、影響は低

減できない。よって、この準備書の予測評価には重大な瑕疵

がある。 

 

９．P620重要な哺乳類への影響予測（ヒナコウモリ、20～25kHz 

付近の超音波を発する種群 を含む）について 

「改変区域やその周辺にはコロニー等は分布していないこ

と、確認例数は少ないこと、改変は風力発電機の設置個所及

び一部の搬入路に限られること、迂回するための空間も確保 

されていることから、ブレード等へ衝突する可能性は低いも

のと予測される。」とあるが 

・事業者はヒナコウモリの繁殖期（5-8 月頃）の調査をしてい

ないので、付近に繁殖コロニーがあるか否か知る由もない。

いい加減なことを書いてはいけない。 

・「確認例数が少ない」とあるが、秋季のみの調査にかかわら

ず 20～25kHz 付近の超音波を発する種群が高空で多数確認

されている。そもそも春季から夏季の調査をしていないの で

「確認された例数が少ない」だけではないのか？ 

・「改変は風力発電機の設置個所及び一部の搬入路に限られる」

ことにより「ブレード等へ 衝突する可能性は低いものと予測

象事業実施区域を代表する地点にて、

コウモリ類の高度別飛翔状況調査を

実施しております。 

 

５．コウモリを確認した日数は 10m：33日、

30m：12日、50m：7日でしたので、月

別の出現日数とあわせ評価書に記載

します。 

欠測した理由はデータロガーの不具

合によるものです。 

高度別の音声データは、観測範囲が重

複するためダブルカウントしている

可能性が考えられるものの、一方で同

じ周波数帯の種群が同時刻に複数個

体飛翔している場合も考えられるこ

とから、それぞれの高度で集計してお

ります。 

また、ご指摘を踏まえ、気象状況と出

現状況についても解析し、評価書にて

記載いたします。 

 

６．ご指摘も鑑み、解析内容を検討致しま

す。解析した結果は評価書に記載いた

します。調査は 9月から実施しており、

高々度を飛翔するコウモリ類（ヒナコ

ウモリ含む）の分散期に該当するこ

と、国内でのコウモリ類の衝突事例は

秋季に事故が集中しているとのこと

等を踏まえると、高々度の一般的な利

用状況の傾向は把握できているもの

と考えております。 

 

７．50kHz付近の種群については 50m高度

でも確認されていることから、ブレー

ドへの衝突の可能性があるものと考

えます。これらも踏まえ、事後調査と

してコウモリ類の衝突の有無の確認

調査を実施することとしました。事後

調査の結果を踏まえ、影響の程度が著

しい場合には、有識者の助言や指導を

得て、状況に応じた効果的と考えられ

る環境保全措置を講じ、影響低減に努

めてまいります。 

 

８．「鳥類や昆虫類が夜間に衝突・誘引す

る可能性を低減するため、ライトアッ

プは行わない」ことを環境保全措置と

して講じることとしております。昆虫

類を餌とするコウモリ類の誘引につ

いても低減がはかれるものと考えて

おります。 

 

９．現地調査は高度別飛翔状況調査だけで

なく、バットディテクターを用いた任

意踏査による生息状況調査や哺乳類

相調査として任意踏査等も実施して

おり、その中では樹洞等の出来る大木

等は尾根上にはほとんど確認されて

いないこと、入感頻度が高い場所は確

認されていないことを踏まえ予測し
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される」とした理由はなにか？コウモリ類は飛翔して移動す

るのでたとえ改変面積が狭くとも風車へ接近・衝突する可能

性があるだろう。 

・「迂回するための空間も確保されていることから、ブレード

等へ衝突する可能性は低いものと予測される。」とあるが、

事業計画をみると尾根沿いに連続して風車を建設する予定

だ。コウモリ類は飛翔して移動するので迂回しても風車へ接

近・衝突する可能性があるだろう。そもそも事業者はコウモ

リ類の飛翔ルートを把握していないのでコウモリが迂回可能

かなど知る由もない。でたらめを書いてはいけない。 

・本準備書に記載した予測は、予測ではなく単なる妄想である。

そもそも、このような定性的な予測結果ならば、わざわざ現

地調査をした意味はないのではないか？ 

 

１０．P899 コウモリ類の事後調査について 

１）鳥類だけでなくコウモリ類についても、風車稼働後のモニタ

リング調査を経年的に実施するべきである。しかし準備書に

記載しているモニタリング調査の頻度（1 基あたり 2回/月）

では少なすぎる。なぜなら死体をタヌキやカラスなどが持ち

去るので、月 2 回程度の頻度では影響を正しく確認できな

いからだ。少なくとも週 1回以上の頻度で 1年以上、死体探

索調査を行うべきである。 

２）高空（ブレードの回転範囲）でコウモリ類の音声を常時モニ

タリングして、コウモリ類の出現時刻と気象・風速との因果

関係を把握することが必要だ。バットディテクターの延長マ

イクをナセルに取り付ければ高空の自動録音は可能なので

事後調査で少なくとも 2 年間は実施すること。2年とした理

由は、1 年目に死体を見つけた場合、保全措置を行った上で

さらに 1年間保全措置の効果を確認するためである。 

３）死体探索調査によりコウモリの死体を確認した場合は、重要

種・重要種以外の区分にかかわらず、カットイン風速を高く

設定するなどの適切な保全対策を実施すること。カットイン

風速の値は、上記のコウモリ類の音声常時モニタリング調査

結果から、コウモリ類の出現の有無と気象・風速との関係よ

り明らかにすること。 

４）コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 風力発電施設

供用によるコウモリへの影響をモニタリングして適切な保

全対策を実施するために、必要十分な調査を行うべきであ

る。必要十分な調査については、事業者とその委 託先である

コンサルタントの独自の判断によらず、バットストライクに

ついて十分な知識のあるコウモリの専門家にヒアリングを

行うべきである。 

ております。 

秋季は分散期にあたり、また、国内で

のブレード等への衝突事例が報告さ

れている時期でもあるため、高度別飛

翔状況調査結果として重要な時期で

あると考えております。これらの結果

から 1日あたりの通過事例数を算出す

ると、相対的に小さな値となることか

ら、確認例数が総じて少ないものとし

ております。 

対象事業実施区域及びその周囲と比

して改変面積が小さいため、当該地域

を利用するコウモリ類の生息環境や

利用状況、飛翔高度等は風力発電機設

置前と比較して顕著な変化が生じな

いと考えられることから、環境保全措

置を講じることによりブレード等へ

の衝突するリスクを低減できるもの

と予測しております。ただし、高々度

を飛翔する種群は衝突する可能性が

考えられることから、事後調査として

コウモリ類の衝突の有無の確認調査

を実施することとしました。事後調査

の結果を踏まえ、影響の程度が著しい

場合には、有識者の助言や指導を得

て、状況に応じた効果的と考えられる

環境保全措置を講じ、影響低減に努め

てまいります。 

それぞれの風力発電機間は数百 m の

間隔があるため、コウモリ類の個体サ

イズや出現状況等を踏まえると、迂回

する空間としては確保されているも

のと予測しております。また、海外で

の事例でもご指摘のような行動まで

把握された学術論文等はないものと

認識しております。それらも鑑み、事

後調査を実施することといたしまし

た。 

 

１０．１）準備書にて記載しておりますと

おり、コウモリ類の死骸確認調査につ

いても事後調査として実施いたしま

す。調査頻度については 1 基あたり 2

回/月以上としております。ご指摘を踏

まえて、国内での衝突事例が集中して

いる秋季と、秋季と同じく移動期であ

る春季については調査頻度を上げ、週

1回程度実施するよう致します。 

 

２）３）４）まずは死骸確認調査を実施し

てコウモリ類の衝突の有無を確認し、

その結果、影響の程度が著しい場合に

は、有識者の助言や指導を得て、状況

に応じた効果的と考えられる環境保

全措置を講じ、影響低減に努めてまい

りたいと考えております。追加的な環

境保全措置を講じた場合には、ご指摘

いただいたような確認方法について

も検討するように致します。 
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4 １．現地調査時期について 

コウモリ類を捕獲調査した期間を、哺乳類調査を行ったす

べての時期に含めて整理しているようであるが（表 10.1.4-

3）、これではコウモリ類の捕獲調査を適切な時期に実施して

いるのか理解することができない。それぞれの季節にどのよ

うなコウモリ類が生息しているのかを把握するためには捕

獲調査は必須であるが、哺乳類の調査結果（表 10.1.4-4）を

見ると、春季調査においてはコウモリ類が捕獲により確認さ

れたと読み取れる結果を示していない。これは春季の捕獲調

査を行っていないのではないか？ まず、コウモリ類の捕獲

調査を実施した時期（どの調査サイトを何年何月何日に実施

したのか、それぞれの調査サイトでどのような捕獲機材をい

くつ、何時から何時まで設置したのか）を明確に示さねば適

切な時期に適切なコウモリ類の捕獲調査を実施したと証明

できない。まず、春季を含めて当然ながらすべてのコウモリ

類の捕獲調査をどのようなスペックで実施したのか詳細に

示すべきである。これが示せないのであれば、春季のコウモ

リ類の捕獲調査は適切に実施できていないことを事業者自

ら証明しているか、もしくは捕獲調査は実施したがコウモリ

類を捕獲できなかったという意味になるがそれで間違いな

いか？春季にコウモリ類は捕獲されなかったということな

らば、それは春季に当該地域には入感調査で確認された「ヒ

ナコウモリ科の一種」および「コウモリ目の一種」以外には

この時期のこの地域にはコウモリ類は一切生息していない

ということになるが、そのようなことがあるはずがないだろ

う。つまり本準備書の内容では、春季に当該地域を利用して

いるコウモリ類相の把握が一切出来ていないことを示して

おり、春季に利用しているコウモリ類への評価を欠いている

ことを事業者自ら証明している。まず、春季の捕獲調査を適

切に実施しているのか詳細に示すべきである。もし春季のコ

ウモリ類の捕獲を実施していないのであるならば、それは準

備書に決定的な不備があるということであり追加調査しな

ければ準備書として成立しない。 

 

２．哺乳類の確認種 

表 10.1.4-4 について指摘する。当該県に分布記録があり重

要種に該当するコヤマコウモリ、ヤマコウモリ、モリアブラ

コウモリ、チチブコウモリ、ウサギコウモリ、カグヤコウモ

リ、ノレンコウモリ、クロホオヒゲコウモリ、ユビナガコウ

モリ、ヤマネ、カワネズミ、ヒメヒミズ、ミズラモグラが確

認されていないが、これらの種は事業実施区域（特に改変区

域）に絶対に生息しておらず、故に影響はないと言い切れる

のか？これら前掲したすべての種に対し、どのような調査内

容（調査時期、調査機材、調査日数、調査地点、具体的な調

査日、詳細な調査方法）を実施しているのか明示しなければ

信用するに値しない。調査受託会社の努力不足で確認されな

かっただけに過ぎないものを、獲れなかったから「いない」

と拡大解釈して、全くの科学的根拠のない推論から予測評価

を行っているのではないか？特にコウモリ類については飛

翔動物であり、風力発電のブレード等に衝突する可能性があ

る以上、衝突する可能性のある空間（風車ブレードの回転範

囲）を飛ぶ可能性のあるコウモリ類については重要種に該当

する全種について予測評価を実施しなければならないが、文

献調査で確認されている全種（モグラ類、ネズミ類も含めて）

が、絶対に事業実施区域に生息しない、あるいは影響はない

という根拠を示さねば準備書として決定的な不備がある。 

また、準備書の確認種では、ヒナコウモリ以外は樹冠の下

の空間を主に飛ぶとされる低空を好むコウモリ類ばかりが

確認されている。しかし、風力発電事業における環境影響評

価では、風車ブレードが回転する空間を飛翔通過するコウモ

１．コウモリの捕獲調査は、平成 26 年 9

月 20 日～22 日、平成 27 年 6 月 9 日

～11日、8 月 18日～20日で実施して

おります。6 月上旬に調査を実施して

おり、これらが春季の状況と合致する

ものと考えます。捕獲調査の結果、ヒ

メホオヒゲコウモリとコテングコウ

モリが確認されております。 

捕獲調査は、各回 2晩（日没前～明け

方）調査を実施しております。調査地

点の環境は p.461 の第 10.1.4-3 表に記

載のとおりです。 

 

２．哺乳類の調査内容については、フィー

ルドサイン及び直接観察調査、ネズミ

類捕獲調査、自動撮影調査、コウモリ

生息状況調査、コウモリ類捕獲調査、

コウモリ類高度別飛翔状況調査を実

施しており、調査地点は準備書 p.460

に、調査期間は p.461 に示しておりま

す。調査機材等は p.462 の各調査項目

にて記載しております。ご指摘を踏ま

えて、哺乳類については、文献その他

の資料調査にあがっているものの、現

地調査により確認されていない重要

な種についても影響予測を実施いた

します。ただし、対象事業実施区域及

びその周囲における生育環境等が不

明であることから、一般生態特性を踏

まえて定性的な影響予測を実施する

こととし、その結果は評価書にて記載

いたします。 

また、高々度を飛翔するコウモリ類を

捕獲するのは困難です。そのため、高

度別飛翔状況調査も実施致しました。

現時点では、東北地方において音声の

みで種まで確実に同定するのは困難

であるため、種群ごとに纏めて結果を

記載しております。 

 

３．高度別飛翔状況調査の調査期間が秋

季としたのは、高々度を飛翔するコウ

モリ類の分散期に該当すること、国内

でのコウモリ類の衝突事例は秋季に

衝突事故が集中しているとのこと等

を踏まえ設定致しました。実際に衝突

が集中的に確認されている時期を調

査することで、衝突リスクを予測する

上での飛翔状況の傾向は把握できて

いるものと考えております。 

50m 高度で欠測となっている理由と

しては、データロガーの不調によるも

のです。各高度に設置したマイクロフ

ォンがコウモリ音声を拾う範囲とし

ては、水平方向・垂直方向ともに半径

40mほど（マイクホルダ背面を除いた

空間）であり、30m高度のデータから

も欠測期間中の出現傾向は読めるも

のと考えます。今回の調査のように、
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リ類が何であるのか、それを第一に確認しなくてはならな

い。本調査の調査結果は主に低空を飛ぶコウモリ類だけを捕

獲して、コウモリ類調査は適切に実施したとしたいようであ

るが、樹冠より上の空間を飛ぶコウモリ類の種を確認できて

いないこのリストでは、風力発電事業における適切なコウモ

リ調査ができていないことを自ら証明している。かすみ網を

使用して捕獲を行ったのであれば、その場所と調査日と気象

条件を示さねばならないし、かすみ網の設置高さ（かすみ網

の天端の高さ）を必ず明記しなければならない。6m 程度の

高さの低いかすみ網を使用しているなら、それでは高空を飛

ぶコウモリ類が獲れるはずもなく、風力発電に対するコウモ

リ類への影響を検討するため準備書としてまったくの欠陥

品である。 

 

３．コウモリ類高度別飛翔状況 

高度別の飛翔状況の把握を試みていることは一定の評価を

するが、ではなぜ 9 月から 11 月までの 3 か月間だけの調査

で予測評価に足りうると考えているのか甚だ疑問である。分

散期から越冬地に移動するまでの期間の飛翔状況を把握し

たと言いたいのだろうが、ではなぜ春の移動時期（渡りなど）

や出産・哺育時期に当該地域を利用していた場合に深刻な 

影響を与える可能性があるにも関わらず、その時期（4 月～

8 月）の高度別飛翔状況を調査しないのは、最も影響の回避

が難しい時期を作為的に調査時期から外しており悪質であ

る。4 月～8 月の高度別飛翔状況調査を実施しなければ適切

な予測評価を実施したとは言い難い。 

同様に、9月下旬から 10月にかけて、なぜ高さ 50ｍの録音

が欠測したのか理由を明記すべきである。また、欠測してい

るのなら、欠測している高度のコウモリ類の飛翔頻度がどの

程度あるのか補完しなければ予測評価は成り立たないが、こ

の時期のこの高度のコウモリ類の飛翔頻度のデータが欠け

ていても適切な予測評価が成立するという科学的根拠を示

せ。 

 

４．影響予測について 

影響予測について、コウモリ類の飛翔ルートに対してはう

回路が確保されるので影響は小さいとしているが、高速で回

転する風車ブレードに対して、コウモリ類が適切にそれを 

回避し、衝突する頻度は少ないとする根拠となる論文を明記

しなければそれは科学的根拠のない言葉遊びの影響予測で

ある。回転するブレードを回避するという根拠を示せ。また、

どの程度の空間が空いていれば、コウモリ類のう回路になり

うるのか、これも明示し予測 評価を行うべきだ。 

環境保全措置を行うので、影響は軽減できると予測してい

るが、コウモリ類に対してはライトアップによる昆虫の誘因

を起こさないとするその 1文しか保全措置が書いていない。

コウモリ類の生態は、すべての種によって異なっているのは

当然のことにもかかわらず、コウモリ類としてほぼ同一内容

の「影響予測」および「環境保全措置」で影響が小さくでき

るとか軽減できるというのは暴論でしかない。各種につい

て、その生態に即した科学的 根拠に基づく、環境保全措置を

行うことを求める。少なくとも本準備書の「影響予測」では、

コウモリ類への影響について適切な「影響予測」が行われて

いるとはいいがたい。 

 

マイクロフォンを複数高度に設置す

ることで、欠測期間を補うことが可能

になると考えられます。 

 

４．それぞれの風力発電機間は数百 m の

間隔があるため、コウモリ類の個体サ

イズや出現状況等を踏まえると、迂回

する空間としては確保されているも

のと予測しております。また、海外で

の事例でもご指摘のような行動まで

把握された学術論文等はないものと

認識しております。それらも鑑み、事

後調査を実施してコウモリ類の衝突

の有無を確認し、その結果、影響の程

度が著しい場合には、有識者の助言や

指導を得て、状況に応じた効果的と考

えられる環境保全措置を講じ、影響低

減に努めてまいりたいと考えており

ます。 

また、ライトアップによる昆虫類の誘

引低減については、いずれのコウモリ

類にも有効な環境保全措置であると

考えます。上記の事後調査を通じ、そ

の結果等を踏まえ、必要に応じて順応

的に対策を講じていくことで影響の

低減をはかっていきたいと考えてお

ります。 
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